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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
ど
の
よ
う
な
人
が
被
保
険
者
と

な
る
の
で
し
ょ
う
か
？

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、

岩
美
町
住
民
生
活
課　

住
民
係　
　
　

�（
０
８
５
７
）　

－

１
４
１
５
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鳥
取
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合　

�（
０
８
５
８
）　

－

１
０
９
７

32

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
の
質
問
に
お
答
え
し
ま
す
 

○　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
と
な
る
の
は
、
以
下

の
方
々
で
す
。

　

①　

歳
以
上
の
方
（　

歳
の
誕
生
日
か
ら
資
格
取
得
）

75

75

　
　

例
）
・
誕
生
日
が
５
月
１
日→

５
月
１
日
か
ら
適
用

　
　
　
　

・
誕
生
日
が
５
月　

日→

５
月　

日
か
ら
適
用

15

15

②　

〜　

歳
で
一
定
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
つ
き
広
域
連

65

74

合
の
認
定
を
受
け
た
方
（
認
定
日
か
ら
資
格
取
得
）

○　

現
在
、
老
人
医
療
受
給
対
象
者
の
方
は
、
平
成　

年
４
月
に
自

20

動
的
に
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

※
現
在
、
老
人
保
健
制
度
に
お
い
て
市
町
村
の
障
害
認
定
を
受
け

て
い
る
方
に
つ
い
て
も
、
平
成　

年
４
月
に
自
動
的
に
後
期
高

20

齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
制
度
施
行
に
当

た
り
、
認
定
の
取
り
消
し
を
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

○　

こ
れ
ま
で
国
保
や
健
保
組
合
な
ど
の
被
保
険
者
だ
っ
た
人
は
も

ち
ろ
ん
、
健
保
組
合
や
共
済
組
合
、
船
員
保
険
の
被
扶
養
者
だ
っ

た
人
も
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

○　

被
保
険
者
一
人
ひ
と
り
に
、
広
域
連
合
か
ら
「
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
」
が
発
行
さ
れ
ま
す
。
医
療
機
関
で
受
診
さ
れ
る

際
に
は
、
必
ず
こ
れ
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
国
民
年
金
保
険
料
は
全
額

「
社
会
保
険
料
控
除
」の
対
象

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付

し
た
全
額
が
所
得
税
・
市
町
村

民
税
等
の
社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す
。
国
民
年
金

保
険
料
を
社
会
保
険
料
控
除
と

し
て
申
告
す
る
場
合
は
、
今
年

１
年
間
に
納
付
（
納
付
見
込
み

を
含
む
）
し
た
国
民
年
金
保
険

料
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
等

が
必
要
で
す
。

◆
毎
年　

月
初
旬
に
送
付
さ
れ

11

ま
す

　

こ
の
た
め
、
生
命
保
険
会
社

等
が
、
発
行
す
る
控
除
証
明
書

と
同
様
に
、
１
年
間
に
納
付
し

た
国
民
年
金
保
険
料
の
額
を
証

明
す
る
「
社
会
保
険
料
（
国
民

年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

（
ハ
ガ
キ
）
が
、
社
会
保
険
庁

か
ら
毎
年　

月
初
旬
に
送
付
さ

11

れ
ま
す
。
証
明
内
容
は
本
年
１

月
か
ら　

月
１
日
ま
で
に
納
付

10

さ
れ
た
国
民
年
金
保
険
料
額

と
、
年
内
に
納
付
が
見
込
ま
れ

る
場
合
の
納
付
見
込
額
で
す
。

納
付
忘
れ
等
が
あ
る
場
合
も
、

年
内
に
納
付
す
れ
ば
、
今
年
分

の
控
除
と
し
て
申
告
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

◆
2
月
初
旬
に
送
付
さ
れ
る
場

合

　

年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に

加
入
し
た
場
合
な
ど
、　

月
２

10

日
以
降
に
本
年
初
め
て
保
険
料

を
納
付
す
る
方
に
つ
い
て
は
、

翌
年
２
月
初
旬
に
同
様
の
証
明

書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
結
果
と
し
て
、
平
成

　

年
中
に
国
民
年
金
の
保
険
料

19を
納
付
し
た
方
の
全
員
に
こ
の

証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

年
末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告

の
手
続
き
の
際
は
必
ず
こ
の
証

明
書
や
領
収
書
を
添
付
等
し
て

く
だ
さ
い
。

◆
国
民
年
金
保
険
料
は
世
帯
で

連
帯
し
て
納
付

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
被
保

険
者
本
人
だ
け
で
は
な
く
、
そ

の
世
帯
の
世
帯
主
及
び
配
偶
者

も
連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
が

あ
り
ま
す
。
ご
家
族
の
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合

は
、
そ
の
納
付
額
全
額
が
納
付

し
た
方
の
所
得
税
等
の
控
除
対

象
と
な
り
ま
す
の
で
、
こ
の
よ

う
な
場
合
は
、
年
末
調
整
等
の

手
続
き
の
際
に
ご
自
身
の
社
会

保
険
料
の
額
と
合
算
し
て
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。こ
の
場
合
は
、

ご
家
族
分
の
証
明
書
も
申
告
す

る
方
の
申
告
書
に
添
付
等
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
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控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

�
０
５
７
０
・
０
０
・
９
９
１
１

　

平
成　

年　

月
１
日
〜

19

11

　
　

平
成　

年
３
月　

日

20

14

　

平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

年
末
調
整
や
確
定
申
告
に
は

『
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
』

　
　
　

等
の
証
明
書
の
添
付
や
提
示
が
必
要
で
す


